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金融サービス提供者が負う誠実公正義務について、前原誠司議員が「売らぬも親

切」の法理を導いた以上、「貸さぬも親切」も法規範になったというべきではない

か。 

 

昨年の11月20日に、新たな改正法として、「金融サービスの提供及び利用環境の整備

等に関する法律」が成立しましたが、その第2条には、「金融サービスの提供等に係る業

務を行う者」が負う義務として、「顧客等の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実

かつ公正に、その業務を遂行しなければならない」と規定されています。 

この誠実公正義務が適用される金融サービス提供者には、全ての金融機関のみならず、

貸金業者や企業年金などの極めて広範囲なものが含まれるために、今後、この規定は、

投資信託等の資産形成関連の事業は当然のこと、保険や融資など、金融全体の業務運

営に極めて大きな影響を与えると考えられます。 

  

法律の主旨については、衆議院での審議過程における前原誠司議員の質問が参

考になりますね。 

  

6月7日の衆議院財務金融委員会で、前原議員は、金融商品の販売を例にして、秀逸

な質問をしています。とりわけ注目されるのは、「この法案を金融庁から説明をもらったと

きに一番疑問に思った」と前置きして、「顧客が希望する資産形成の方法と、金融サービ

ス提供者が専門的な観点から最適解と導いた資産形成の方法との間に乖離とか相違、ギ

ャップがあることも十分考えられる」と述べたことです。 

これに対して、鈴木俊一金融担当大臣は、「金融事業者は、顧客が希望する商品、サー

ビスであったとしても、必ず提供しなければならないというわけではなく」と応じ、続けて、

「中には、極めてリスクが高いけれどもリターンが大きいので、どうしてもこの商品を欲しい

という方があったとしても、そこはしっかりとした金融業者として最も最善を尽くしていく、顧

客等の最善の利益を勘案するという観点から、それは売らないといいますか、そういうこと

もすべきだ、することができる、そういうふうになっております」と答弁したわけです。 

前原議員は、「今大臣がおっしゃったハイリスク・ハイリターンのものもあるし、ハイリスク

の方になれば損をするということもありますけれども、それは個人の責任ではなくて、そう

いうものについて、サービス提供者は予見できるものであれば販売しないということを今御
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答弁されたということでよろしいんですか」と確認したのに対し、鈴木大臣は、「そのように

答弁いたしました」と答えています。 

 

「売らぬも親切」の法理ですね。 

  

前原議員は、ここで、「買いたいものを売らないということもなかなかのものだと思うんで

すけれども、そういったところまで踏み込んで説明責任を負うんだ、それが今回法改正に

よる義務なんだということで理解してよろしいですね」と念を押し、質問の最後で、再度、

「私は、先ほど、ハイリスク・ハイリターンあるいは元本割れの商品のところで大臣がおっし

ゃった答弁というのは、すごく前向きに捉えているんです。つまり、買いたいと言っても売ら

ない場合がある、こういう御答弁でしたよね」と念には念を入れたわけです。 

要は、前原議員は、金融担当大臣の答弁から、金融商品取引業者は、誠実公正義務

のもとで、顧客の諸属性を常に冷静に合理的に評価して、顧客の真の利益に適うように金

融商品の提供を行わねばならず、その結果として、ときには顧客の希望に反する事態を

招くこともあり得るとの法理、いわば「売らぬも親切」の法理を導いたということです。 

  

同様に、「貸さぬも親切」も法律上の根拠を得たのでしょうか。 

  

かつて、信用金庫業界の指導者であった小原鐵五郎は、「貸すも親切、貸さぬも親切」

との名言を残しました。その意味するところは、資金が顧客の真の利益のために使われて

こそ、融資は社会的使命を全うできるのであって、不動産投機等の資金使途に対しては、

融資の申し込みを断るべきだというものです。つまり、「貸さぬも親切」は、前原議員の「売

らぬも親切」と全く同じ理念に基づいているのです。 

さて、ここで極めて重大な事実は、前原議員と鈴木大臣は、一貫して、金融商品の販売

を事例として、質問と答弁を繰り返したわけですが、実は、誠実公正義務は、金融商品の

販売のみならず、融資を含む広い範囲の金融サービス全般の提供に適用があることです。

故に、「貸さぬも親切」は、「売らぬも親切」と全く同じように、法律上の根拠を得たことにな

るわけです。 

  

では、「貸すも親切」のほうも法律上の義務になったのでしょうか。 

  

前原議員は、質問の最後のところで、不適切な金融商品の販売を規制することが法律
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の主旨だとして、「消費者保護の観点から義務を法定化するんだということをもう一度しっ

かりと御答弁いただけませんか」と迫ったのに対して、鈴木大臣は「先生と同じ認識でおり

ます」と答えています。 

こうして、前原議員は、金融サービスの不適切な提供という側面に力点を置いたために、

鈴木大臣の答弁も同じ方向に傾斜したわけで、故に、前原議員と鈴木大臣とは、例えば、

消費者金融についても、消費者保護の観点から、過剰な融資を規制すべきだという点で、

見解が一致するのだと考えられます。 

しかし、顧客の最善の利益に適う金融サービスの提供について、ある状況において、不

提供が法律上の義務になるのならば、別の状況では、提供が法律上の義務になると考え

るべきですから、「売らぬも親切」と「貸さぬも親切」が法理なら、全く同等に、「売るも親切」

と「貸すも親切」も法理になるはずです。要は、法律の主旨は、顧客の最善の利益に適うも

のは必ず提供し、適わないものは決して提供しないということなのです。 

  

個人向けの融資については、大きな影響があるでしょうか。 

  

例えば、スルガ銀行は、2018年10月5日に、個人向けの投資用不動産融資について、

数多くの不正を指摘されて、行政処分を受けていますが、事案の性質を鑑みるとき、新し

い法律のもとでならば、真正面から誠実公正義務違反を問題にし得るとも考えられます。

逆に、スルガ銀行の事案などを背景にして、新しい法律が制定されたともいえるでしょう。 

そもそも、個人向け融資については、「貸金業法」に様々な行為規制が定められていま

すが、それを貸金業者が厳格に遵守していても、顧客の最善の利益が実現するとは限ら

ず、形式的には適正な融資であったとしても、実質的には過剰な融資、あるいは不要な融

資として、顧客の利益に反している事案、即ち、誠実公正義務に反した事案は存在し得る

わけです。 

 

生命保険についても、過剰さが指摘されていますね。 

  

特殊な保険税制を利用するために、投資商品に薄い保険の衣を着せただけの保険商

品の販売や、住宅ローンの団体信用生命保険の存在を無視した死亡保障保険の販売は、

少なくとも保険の過剰さという意味では、顧客の最善の利益に反することに疑う余地はな

いでしょう。また、本来の目的に反した税制優遇措置の利用をもって、顧客の最善の利益

といい得るかは、極めて微妙な問題です。おそらくは、誠実公正義務のもとで、保険販売
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は抜本的に改革されることになるのでしょう。 

  

資産形成においては、不適切な提供と同じく、不適切な不提供が問題になるでしょ

うか。 

  

前原議員は、不適切な資産形成における損失を問題にしましたが、老後の豊かな生活

のためには、長期的な資産形成が極めて重要なのであって、それを適切に行わないこと

による逸失利益のほうが重大な損失です。しかし、遠い将来について真剣に考え、それを

現在の行動に活かすことは容易ではなく、その支援に専門家としての金融サービス提供

者の存在意義があるわけです。 

 

顧客等の最善の利益とは、金融庁のいうベストプラクティスの立法化なのですか。 

  

金融庁は、全ての金融サービスの提供について、法令遵守の徹底を求めていますが、

法令遵守はミニマムスタンダード、即ち、最低限のことにすぎないのですから、同時に、ベ

ストプラクティスの追求、即ち、顧客の真の利益に適う業務運営も求めています。容易に

想像できるように、法律に規定された顧客等の最善の利益とは、このベストプラクティスの

追求にほかならないわけです。 

 


